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衆
議
院
議
員
宮
沢
隆
仁
君
提
出
子
宮
頸
が
ん
ワ
ク
チ
ン
予
防
接
種
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
症
例
」
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
診
療
録
等
を
可
能
な
限
り
収
集
し
、
平
成
二
十
五
年
六
月
十

四
日
に
開
催
さ
れ
た
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
薬
事
分
科
会
医
薬
品
等
安
全
対
策
部
会
安
全
対
策
調
査
会
（
以
下
「
安
全
対

策
調
査
会
」
と
い
う
。
）
及
び
厚
生
科
学
審
議
会
予
防
接
種
・
ワ
ク
チ
ン
分
科
会
副
反
応
検
討
部
会
（
以
下
「
副
反
応
検
討

部
会
」
と
い
う
。
）
の
合
同
会
議
（
以
下
単
に
「
合
同
会
議
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
専
門
家
に
よ
る
分
析
及
び
評
価
を
行

け
い

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
省
と
し
て
は
、
合
同
会
議
に
お
い
て
早
急
に
調
査
す
べ
き
と
さ
れ
た
子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン

の
副
反
応
症
例
等
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
、
可
能
な
限
り
調
査
を
実
施
し
、
速
や
か
に
合
同
会
議
に
お
い
て
専
門
家
に
よ
る

分
析
及
び
評
価
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
の
副
反
応
症
例
等
に
係
る
調
査
を
効
果
的
に
実
施

す
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
安
全
対
策
調
査
会
及
び
副
反
応
検
討
部
会
の
委
員
の
意
見
等
も
踏
ま
え
つ
つ
、
検
討
し
て
ま
い
り

た
い
。

二
に
つ
い
て

安
全
対
策
調
査
会
に
お
い
て
は
、
審
議
の
中
立
性
、
公
平
性
及
び
透
明
性
の
確
保
を
図
る
た
め
、
薬
事
分
科
会
審
議
参
加

一



規
程
（
平
成
二
十
年
十
二
月
十
九
日
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
薬
事
分
科
会
決
定
）
に
よ
り
、
審
議
の
対
象
と
な
る
品
目
の

製
造
販
売
業
者
又
は
当
該
製
造
販
売
業
者
と
競
合
す
る
製
造
販
売
業
者
か
ら
一
定
の
額
を
超
え
る
寄
付
金
等
を
受
け
取
っ
て

い
る
委
員
等
は
、
原
則
と
し
て
審
議
及
び
議
決
に
参
加
で
き
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
平
成
二
十
五
年
六
月
十
四
日
に
開
催
さ
れ
た
合
同
会
議
に
お
い
て
、
子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ

ン
の
接
種
に
つ
い
て
は
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
に
規
定
す
る
定
期
の
予
防
接
種
（
以
下
「
定

期
接
種
」
と
い
う
。
）
と
し
て
の
接
種
を
中
止
す
る
ほ
ど
リ
ス
ク
が
高
い
と
は
評
価
さ
れ
な
い
も
の
の
、
子
宮
頸
が
ん
予
防

と
う

ワ
ク
チ
ン
と
の
因
果
関
係
を
否
定
で
き
な
い
持
続
的
な
疼
痛
の
発
生
頻
度
等
が
よ
り
明
ら
か
に
な
り
、
国
民
に
適
切
な
情
報

提
供
が
で
き
る
ま
で
の
間
、
定
期
接
種
を
積
極
的
に
勧
奨
す
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
市
町
村
（
特
別
区

を
含
む
。
）
に
対
し
て
、
「
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
定
期
接
種
の
対
応
に
つ
い
て
（
勧
告
）
」
（
平
成
二
十

五
年
六
月
十
四
日
付
け
健
発
〇
六
一
四
第
一
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
通
知
）
に
よ
り
、
子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
の
定

期
接
種
と
し
て
の
接
種
を
継
続
し
接
種
を
希
望
す
る
者
の
接
種
機
会
を
確
保
し
つ
つ
、
当
該
持
続
的
な
疼
痛
の
発
生
頻
度
等

が
よ
り
明
ら
か
に
な
り
、
定
期
接
種
の
対
象
者
又
は
そ
の
保
護
者
に
適
切
な
情
報
提
供
が
で
き
る
ま
で
の
間
、
積
極
的
な
接

二



種
の
勧
奨
は
差
し
控
え
る
こ
と
を
勧
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
お
尋
ね
の
「
情
報
格
差
が
著
し
い
一
般
国
民
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
」

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
同
省
と
し
て
は
、
定
期
接
種
に
つ
い
て
は
、
そ
の
対
象
者
又
は
そ

の
保
護
者
が
、
ワ
ク
チ
ン
の
有
効
性
及
び
安
全
性
等
に
つ
い
て
十
分
理
解
し
た
上
で
、
接
種
を
受
け
る
か
否
か
の
判
断
を
行

う
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
と
考
え
て
お
り
、
当
該
判
断
に
資
す
る
よ
う
、
引
き
続
き
、
子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
の
有
効

性
及
び
安
全
性
等
に
関
す
る
情
報
提
供
を
積
極
的
に
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

三


